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１．第８次片品村行政改革大綱の考え方 

 

国は、地方公共団体における更なる行政改革の推進を促すため、平成17年３月に

「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」を策定しましたが、

これを受け片品村では、改革の数値目標や取り組み項目を具体的に示した「第４次

片品村行政改革大綱」を平成17年３月に策定し推進を図ってきました。 

以降、平成27年に「第６次片品村行政改革大綱」を、令和２年には「第７次片品

村行政改革大綱」を策定し、多様化する行政需要・行政課題への対応や適正な財政

運営に取り組んできました。特に「第７次片品村行政改革大綱」の推進期間では、

新型コロナウイルス感染症の発生・世界的流行により、学校の休校や通勤回避、飲

食や宿泊を含む外出自粛、イベント自粛等を制限する要請がなされるなど、人々の

生活は一変し、未曾有の経済停滞にさらされました。感染拡大防止のために国内の

経済社会活動の抑制を余儀なくされ、経済に甚大な影響をもたらしました。 

また、近年、頻発する自然災害等や多様化・複雑化する行政課題への対応により、

職員の業務負担が増大する中、従来の経費・人員削減を中心とした改革は限界に近

づきつつあり、行財政改革の進め方自体も大きな転換期を迎えています。 

働き方改革が進められる中で、今まで以上に深刻化する人口減少と少子高齢化問

題や気象変動などによる農業や観光産業への影響への対策など、住民の暮らしを支

える行政サービスを充実させていくために、さらなる知恵と工夫で自らが地域住民

と協働し、自主的・自立的かつ効率的な行財政運営を行う必要がありますＡＩなど

の発達による各方面で様々な業務改革が模索されるなど、こうした時代の要請に即

応し、かつ、片品村が目指す行財政改革の方針を明確に表し確実な行財政運営を実

現するため、指針となる「第８次行政改革大綱」を策定し積極的な行政改革の取り

組みを促すものです。 

  

２．大綱の推進期間 

令和７年度から令和１１年度の５年間とします。 

  

３．推進方法 

村長を本部長とする「片品村行政改革推進本部会議」において進行管理を行い、

内容検証、見直しを図りながら、職員全員が目標達成に向けた組織をあげて着実に

推進します。 

 

４．第８次片品村行政改革大綱の推進項目 

 

（１）健全な財政運営 

    1)歳入 
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 2)歳出 

（２）事務事業の効率化 

  1) 組織の連携・事務の見直し 

  2) 情報提供と公開の推進 

  3) 地方分権時代の人材育成 

4) 適正な給与・適正な定員管理の継続 

（３）地域力と民間活力の導入 

1)地域・住民との連携と協働 

2)外部委託の推進 

  3)指定管理者制度等の活用 

（４）経費節減等の財政効果 

    1)村債発行の適正管理 

    2)経費節減等による見直し 

   3)補助金等の整理合理化 

（５）地方公営企業の経営健全化の推進 

     

具体的な取り組み 

（１）健全な財政運営 

   依然として進行が続く人口減少と少子高齢化による社会保障費など歳出の増

加により、財政状況はますます厳しさを増すことが予想され、歳入面について

も、当面厳しい状況が想定されます。こうした中にあって、多様化する住民ニ

ーズを的確に把握し、自己責任に基づく積極的な施策を推進するために事務事

業の簡素化、適正化を強力的に実施し、長期的展望に立った効率的な財政運営

を推進する必要があります。 

１）歳入 

自主財源の主力となる村税については、今後も少子高齢化等による就業人

口の減少や、地域における消費の縮小等による税収の減少が予想されます。

今後も安定的な財政収入を確保するためには、地域産業の振興、企業誘致、

若者の定住促進、税の公平な賦課と厳正なる収納など積極的な推進が必要で

す。 

村債については、将来の公債費負担を十分に検討しながら、有効かつ効果

的な活用を考えていきます。 

各種の事業を進めるにあたっては、引き続き国などの交付金・補助事業等

を有効に活用し、財政負担の軽減に努めていきます。 

２）歳出 

人件費については、定員管理施策等の成果により減少傾向にありますが、
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組織改革等を含めた定員管理適正化計画により、住民サービスの低下を招か

ぬよう適正な措置を行うことに努めます。 

また、起債を伴う規模の大きな建設事業の実施にあたっては、対象事業の

必要性、実施時期などをより慎重に検討して進めてきていますが、継続的に

実施した小・中学校の建設や道の駅の整備などに伴う起債の償還が本格的に

始まっていることから、財政状況は今後ますます厳しさを増すことが想定さ

れます。 

さらに人口減少、少子高齢化の他にも耐用年数を迎える公共施設への対応

も進めていく必要があり、「片品村公共施設等総合管理計画」を基本として

事業効果を十分に精査検討し、インフラの整備や村有施設の有効活用を図っ

ていきます。 

 

（２）事務事業の効率化 

 １）組織の連携・事務の見直し 

村民にとって分かりやすく、利用しやすい効率的な事務執行のできる組織

づくりを重視し、利便性の高い組織づくりに努めるとともに組織機構の見直

しと事務の効率化の取り組みを推進してきましたが、人口減少、少子高齢化、

過疎化対策など社会情勢の変化に伴う新たな行政課題に即応できる行政運営

については、まだまだ十分な体制とは言えません。今後、良質なサービスを

効率よく提供していくためには、柔軟性・機動性の高い組織体制づくりと一

人ひとりの能力を生かした取り組み、工夫された事務の流れによる仕事の仕

方の見直しが必要です。 

 多様化する住民サービスと行政課題への取り組みを効率よく執行するため、

前例により漠然と仕事を進めるのではなく、時代の変化や様々な社会変化を

常に意識しながら各部署が連携し、実施方法や収集・分析したデータ、業務

手順など仕事の仕方の見直しや事業の見直しをおこない、各部署の垣根を越

えた行政内部の組織横断的な取り組みを図ると共に、広域連携として近隣市

町村との業務の連携、協働化も視野に入れた取り組みを推進し、住民サービ

スの質の向上と効率よく効果的に運営できる行政組織づくりに努めます。 

 

２）情報提供と公開の推進 

本村は、片品村総合計画や片品村行政改革大綱に基づき、透明性の高い開か

れた村政を進めてまいりましたが、今後も引き続き「広報かたしな」「ホーム

ページ」などの充実を図り、村民が必要とする行政情報を正しく、わかりや

すく提供していくとともに、公文書の適正な管理を通じ、情報公開請求に

対する適切な対応や個人情報の適正な管理に努めます。 
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３）地方分権時代の人材育成 

    国の地方創生改革をはじめ地方分権の進展は、これまでの国と地方の上下 

関係から対等なパートナーシップの関係となり、地方は、地域の自主的判断 

が尊重される「自立と創造」の仕組みによる村づくりを求められています。 

このことを踏まえ、人材育成基本方針に基づき専門研修等を積極的に活用し、 

公務員としての自覚を持ち行動できる人材、法令を遵守し確実で適正な事務執

行に心がける人材といった基本的な方針と、社会環境の急激な変化に対応でき、

自らが誇れる地域のあり方を考え創意工夫、柔軟性をもって行動できる人材、

民間的意識を持ち合わせた地域づくりを担う意欲ある人材、常に問題意識を持

ち改善、改革に取り組み自己を高める自己啓発のできる人材など「人に優しい

村づくり」「地域住民との協働の村づくり」を目指した人材育成に努めます。

更に、人事評価制度の充実に取り組み、職員を成長させる組織づくり、事業計

画の成果が出る仕事の進め方を見つける仕組みづくりのため、有効な制度運営

に努めます。また、職員の能力が十分に発揮でき、いきいきと仕事に取り組め

る環境づくりと組織的な業務執行能率を維持するため、職員の健康診断及びメ

ンタルヘルスの充実、生活とのバランスを確保したワーク・ライフ・バランス

を推進します。 

 

４）適正な給与・適正な定員管理の継続 

職員の定員管理については、これまでも定員管理適正化計画や前大綱に基づ

き、職員数の抑制に努めてきたところですしかし、村における事務量は、国か

らの事務・権限の移譲、人口減少や少子高齢化社会への対応など新たな行政需

要の発生により年々増加しており、引き続き数値目標職員数（92人）の現状維

持に努め、計画期間を令和７年度から令和１１年度とします。なお、仕事の進

め方の見直し、組織・機構の簡素合理化、指定管理者制度を含めた外部委託な

どによる事務の効率化を積極的に推進するとともに、人事評価制度による職員

の仕事力の向上と人材育成に取り組む中で、職員間のコミュニケーションを充

実させ、行政サービスの質・量を低下させることなく執行体制の効率性・スリ

ム化のバランスを勘案した適正な定員管理に努めます。 

また、定員管理適正化計画（平成２３年度から平成２７年度）の終了後の計

画については、前大綱に引き続きこの第８次片品村行政改革大綱を計画書とし

ますが、令和２年度から始まった会計年度任用職員制度、また令和５年度から

の公務員の定年が段階的に６５歳まで引き上げられる定年延長制度の開始な

ど、公務員を取り巻く様々な制度改革が進められているなか、必要に応じて計

画の見直しを図るなど、柔軟に対応していきます。  

適正な給与運営につきましては、適正な定員管理のもと、職員給与制度及び

特別職の報酬・手当ともに、国における人事院勧告等の方向性、類似団体（※）
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及び県内の地方公共団体等の動向を重視し、将来にわたって行財政の健全運営

を図るため引き続き適切な給与制度と報酬体系の構築に努めます。 

※ 類似団体・・・人口や産業構造等が似ている自治体のことをいう。 

 

（３）地域力と民間活力の導入 

１）地域・住民との連携と協働 

地方分権の進展に伴い地方自治体は、自己責任と自己決定に基づく運営、

特性を生かした魅力的な村づくりの推進が求められています。現在、住民と

協働で進めている事業も多くありますが、予想を上回る急激な人口減少、少

子高齢化社会において、生活機能を維持し社会環境の変化に対応した村づく

りを進めるには、これまで以上に行政と民間と住民が一体となった取り組み

と、行政があきらめない根気力を活かした仕事力が必要です。 

今後は、更なる知恵と工夫で地域住民・民間団体との信頼関係を深め、地

域での一層のコミュニテイ活動を支援し、村民活動団体等が主体的に活動で

きるよう連携を図るとともに、公共的サービスの様々な分野でより効果的な

取り組みがおこなえるよう、組織との連携、協働を推進します。 

また、令和７年４月から運用開始する「書かない窓口」では、マイナンバ

ーカード等を読み取ることで氏名や住所などの記載が不要となり、よりスム

ーズに手続きを行うことができるようになりますが、今後も住民の声を活か

した行政運営を推進するため、住民からの意見や要望など多様化する住民ニ

ーズの的確な把握に努めます。 

  

２）外部委託の推進 

住民サービスの向上と行政運営の効率化を図るため、コンビニ収納を始め

とする民間への委託に取り組んできましたが、今後も引き続き、すべての業

務やサービスについて良質な住民サービスを目指すとともに、行政が直接行

う必要性を再度検討し、効率性やサービスの向上などの観点から、民間の能

力や専門知識、ノウハウを活用した方がより効率的・効果的に実施できると

思われるものについては、積極的に民間委託を推進します。 

 

３）指定管理者制度等の活用 

本村の指定管理者制度は、片品村総合計画や前大綱等により効果的・効率

的な活用、適切な運営と制度の充実を図って参りました。今後も引き続き健

全な運営と充実した活用を目指します。 

 

（４）経費節減等の財政効果 

１）村債発行の適正管理 
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本村の近年の村債残高は、しばらくは横這い傾向にありますが、将来への負

担を残さないよう目標を立てて、健全なる財政運営を確保するため、計画的か

つ有効的な村債の運用を図ります。 

 

２）経費節減等による見直し 

住民参加の小さくても力強い村行財政の安定化を築くために、歳入において

税の徴収対策、使用料・手数料の見直し、未利用財産の処分などを検討し、 歳

出においては、民間委託による事務事業費の削減、施設等維持費の見直し、補

助金等の整理合理化、内部管理経費や委託料等の見直しなど厳しい財政状況を

踏まえ、業務運営等の見直し、経営の効率化、健全化を推進し、経営の基盤強

化に努めるなど一層の自助努力が必要であり、村財政の健全化に努めます。 

 

３）補助金等の整理合理化 

 補助金については、「片品村補助金等交付要綱」や「片品村補助金等交付規

則」の等の適正な交付基準に基づいた交付を今後も引き続きおこなうとともに、

社会情勢の変化等に伴い必要性や効果の薄れたものについては廃止・縮小・整

理合理化を行うなど予算執行の適正化と効果的な運用を図ります。 

 

（５）地方公営企業の経営健全化の推進 

地方公営企業は独立採算制を経営の基本原則とし、法令等に基づき一般会計

等が負担又は補助等をすることとされている経費を除き、公営企業の経営に伴

う収入を持って充てなければならないとされています。 

   地方公営企業法により観光施設特別会計で運営してきた村営の観光施設は、

施設の売却や指定管理者への経営委託を終えて、一般会計による施設管理を主

事業とするように業務改革がなされ、施設の有効利用と村の財政負担の軽減を

図ることができました。また、今後も下水道事業の加入率の向上に努めるなど、

簡易水道事業も含め、健全な経営を目指します。 

 

 


